
 

                     

東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託 

公募プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務の概要 

  (1) 委託業務名 東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託 

 

  (2) 実施主体  埼玉県・春日部市  

 

  (3) 目的 

 東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）は、埼玉県と春日部市が共同で進め

る事業であり、地域産業の振興や地域住民の交流・活動を促進する複合拠点施

設として整備するものである。 

 今回、県・市の公共施設の整備にあたり、基本コンセプト｢『都市の森』の創

造｣を定め、これからの公共施設の先導的モデルになり得る施設を整備すること

を目指すことにした。 

 そこで、本事業を実施するにあたっては、優れた技術提案を広く求めながら、

施設整備の理念、方針を初めとする各種要件等を的確に捉えた本事業に最適な

設計者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用することとなった。本

要領は、創造性や技術力、課題解決力に優れた設計者を選定するための手続き

について定めたものである。 

 

  (4) 委託業務内容     

詳細は、東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託特記仕様書に

示す。 

 

   (5) 履行期限  平成２２年３月２５日（木） 

 

(6) 予算額   １３０，１４１，０００円 

                      

２  応募 者の構成 等  

(1) 応 募 者は、単 独又は 特定共同企業体（以下｢JV｣という。）とする。契約時

またはその後に県・市の承諾を得ることを条件に、協力 事務所を 予定する こ

とは差し 支えない 。  

なお、応募者が JV である場合は、出資比率が最大の者を｢代表事務所｣とし、

代表事務 所を県・ 市との交 渉窓口と すること 。  

(2) 応募者は 、他 の応募者 を兼ねる ことはで きない。 また、他 の JV の 構

成員や他 の応募者 の協力事 務所とな ることは できない 。なお、 JV の構

成員も同 様とする 。  

 

３  応募 者の資格 要件  

(1) 平成２１・２２年度埼玉県建設工事等競争入札参加資格者名簿の設計・調査

・測量業務において、業務分類（大）が建築関連コンサルタントに登録されて
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いる者で、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による一級建築士

事務所の登録を受けた者であること。 

(2) 平成２１・２２年度春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿又は春日部

市の東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）整備事業競争入札参加者名簿の建

築関連コンサルタント業務に登録された者であること。 

  (3) 次のいずれにも該当しない者であること。 

①  地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項に該

当する者 

    ② 埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第１０４条において

準用する同規則第９１条の規定により県の随意契約に参加させないことと

された者 

    ③ 春日部市契約規則（平成１７年春日部市規則第１２６号）第３３条にお

いて準用する同規則第１５条の規定に該当する者 

④ 春日部市建設工事請負等競争入札参加者の資格及び資格審査会に関する

規則（平成１７年春日部市規則第１２８号）第３条第５項の規定に該当す

る者 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、手続開始決定を受け

ている者を除く。 

   ⑥ 埼玉県建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく指名除外を受けている者 

⑦ 春日部市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指

名除外を受けている者 

(4) 公告日以後契約締結日までに埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

又は春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の

措置を受けている期間がないこと。 

(5) 企業等が単独で応募する場合は当該企業等の実績、JV で応募する場合はその

代表事務所の実績として、以下の各号に該当していること。なお、JV の構成員

としての設計実績の場合は、ここでいう実績として含めないものとする。 

① 平成１１年４月１日以降に、元請として延床面積５，０００㎡以上の複合

施設の設計実績を有していること。 

② 平成１１年４月１日以降に、元請としてホール部分面積５００㎡以上の平

土間の多目的ホールの設計実績を有していること。 

※ ①②の業務について契約書の写し又は完了検査結果通知書等の写しを提

出すること。 

(6) 平成２１年４月１日現在、一級建築士２０名、建築設備士５名以上を保有し

ていること。 

※ (5) (6) は、JV により設計業務にあたる場合は、その代表事務所が満た

していること。 

 

４ 資格の喪失に関する事項 

  次のいずれかに該当したときは、本手続に関する資格を失うことがある。 

  (1) 技術提案書の提出日、提出場所、提出方法等が本要領に適合しないとき。 

(2) 技術提案書の記載が「別紙 提案の記載にあたっての留意事項」に適合して

いないとき。 

(3) 技術提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかったとき。 

2



 

(4) 技術提案書に記載すべき事項以外の事項が記載されていたとき。 

(5) 技術提案書に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

  (6) 応募者が、契約候補者を選定するまでの間、審査委員会に対する公正な審査

を妨げる行為をしたとき。 

 

５ 窓口・問い合わせ先 

  契約候補者の選定は、県・市共同で行うが、事務手続きの窓口は、下記のとおり

県に統一する。 

埼玉県産業労働部産業拠点整備課東部ふれあい拠点担当 

    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目 15 番１号 

電話   ０４８－８３０－７６１８（直通） 

ＦＡＸ ０４８－８３０－４８１７ 

        e-mail a3930-03 @pref.saitama.lg.jp

（１MB を超えるデータは通信不能） 

 

６ 手続き 

  (1) 関係資料及びその配布方法 

    ① 配布資料  (ｱ)東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託公

募プロポーザル実施要領（本資料） 

            (ｲ)東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託特

記仕様書 

            (ｳ)東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）の基本コンセプ

ト 

(ｴ)東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託公

募プロポーザル様式集 

    ② 配布方法  ・埼玉県又は春日部市ホームページからのダウンロードを

原則とする。 

    ③ 配布期間  ・平成２１年７月１０日（金）～平成２１年７月２３日（木） 

 (2) 技術提案書の提出 

    ① 提出期限  平成２１年７月２３日（木）午後１時まで 

    ② 提出書類  「東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務委託プ

ロポーザル提出書類様式集」に規定する技術提案書（表紙）

及び様式１～７の書類、本設計業務の見積書 

    ③ 提出場所  「５ 窓口・問い合わせ先」に同じ。 

            土日祝日を除く９：００～１７：００ 

            （事前連絡のうえ来庁すること）               

    ④ 提出方法  持参 

   ⑤ 提出部数  １５部（片面印刷、左綴じ、カラー使用可）とする。あわ

せて、技術提案書の電子データ（Word 又は Excel 形式、又は

PDF 形式）を保存した CD を２枚提出すること。 

          ただし、見積書（税抜き価格、内訳不要、宛名は知事名と

市長名の連名、代表者印押印の上で封緘のこと）については

１部のみ提出とする。 

 

(3) 質問 ・回答の 取扱い  

本資料を含む(1)①配付資料の記載内容について質問がある場合は、次のと

3

mailto:%E2%97%8B%E2%97%8B%E2%97%8B@pref.saitama.lg.jp


 

おり提出すること。ただし、(ｳ) 「東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）の

基本コンセプト」及び平成 21 年 1 月 20 日入札公告時に公開している「東部地

域振興ふれあい拠点施設（仮称）整備事業業務要求水準書」についての質問は

受け付けない。 

① 提出期限  平成２１年７月１４日（火）午後１時まで 

    ② 提出方法  質問内容を簡潔にまとめ、様式８に記載し、電子メールで

提出すること。 

 e-mail a3930-03 @pref.saitama.lg.jp

（１MB を超えるデータは通信不能） 

    ③ 質問に対する回答 

      質問に対する回答は、平成２１年７月１７日（金）中に埼玉県ホームペ

ージ上に掲示する予定である。 

 

７ 技術提案書の特定 

  (1) 東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）設計業務プロポーザル審査委員会 

 当該業務に係る契約候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、東部地域振興ふ

れあい拠点施設（仮称）設計業務プロポーザル審査委員会（以下｢審査委員会｣

という。）を置く。審査委員会は、提出された技術提案書について審査を行い、

技術的な最適案の特定を行う。 

   

  (2) 審査委員会 

審査委員の氏名及び所属は次のとおり。 

 

氏 名 所 属 

伊藤 庸一  日本工業大学工学部教授 

高村 淑彦  東京電機大学工学部教授 

藤尾  勉   埼玉県都市整備部設備課長 

横山 利夫 春日部市都市整備部次長 

（敬称省略） 

 

８ 技術提案書提出後の予定 

  本プロポーザルの審査は、二段階方式で実施する。 

 

  (1) 資格審査及び一次審査 

   提出された技術提案書の内容により選定する。 

    

① 選定基準 

(ｱ) ｢３ 応募者の資格要件｣の条件を満たしていること。 

(ｲ)  ｢４ 資格の喪失に関する事項｣に該当していないこと。 

(ｳ) 業務実施体制・工程計画が現実的であり、業務の遂行に問題がないこと。 

(ｴ) この要領が定める記載条件を満たしていること。 
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② 結果通知  

審査結果については、二次審査までに文書で通知する。なお、この結果

通知について、異議は認めない。 

 

(2) 二次 審査（技 術提案を 求める具 体的テー マ）  

提出された技術提案書のうち提案の記載内容及びヒアリングによって選定す

る。 

提案は、｢別紙 提案の記載にあたっての留意事項｣に記載する具体的テーマ

について、文章及び文章を補完するための最小限のイラスト等で簡潔・明瞭に

表現すること。 

                        

    ① ヒアリング依頼方法 

     (ｱ) 資格審査及び一次審査において選定された者に対して、ヒアリングを

実施する。 

     (ｲ) 上記について、ＦＡＸ及び郵送により通知する。 

 

    ②  ヒアリング予定日 

     平成２１年８月４日（火）又は５日（水） 

 

③  ヒアリングの方法 

     ヒアリングは、提出された技術提案書をもとに行う。 

     当日、プロジェクター、模型、追加資料等の持ち込みは禁止する。ただ

し、審査委員会が求めた追補資料についてはこの限りではない。 

    また、説明の便宜上、技術提案書、追補資料を拡大したパネル等の持ち

込みは差し支えない。 

    その他の詳細については、(2)①(ｲ)の通知の際に通知する。 

 

    ④  選定結果通知方法 

     (ｱ) 二次審査終了後、最適案及び次点案を特定し、書面にて通知する。 

     (ｲ) 審査において最適案及び次点案とならなかった者に対して、書面によ

り通知する。 

     (ｳ) 各通知は、ＦＡＸ及び郵送により通知する。 

 

 

９ 契約候補者の選定 

 二次審査の結果、最適案を提案した者を契約候補者として選定する。ただし、当

該最高点の応募者が複数ある場合には、審査委員会の合議により選定する。また、

提出された技術提案のいずれも県・市が意図する内容を満たしていないと審査委員

会の合議により判断された場合には、最適案を選定しないことがある。 

  なお、辞退等の理由により契約候補者と契約締結に至らなかった場合には、次点

案を提案した者を契約候補者に選定する。 

 

10 結果の公表 

  審査結果については、県・市ホームページで公表する。最適案を提案した者の事

務所名等及び得点を公表し、それ以外の者は得点のみを公表する。ただし、最適案

を提案した者が辞退等の理由により契約締結に至らなかった場合には、次点案を提
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案した者の事務所名等を公表する。 

 

11 その他 

  (1) 契約書作成の要否  要 

(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

    ① 言語  日本語   

    ② 通貨  日本円 

(3) 提出期限までに技術提案書が到達しなかった場合及びヒアリングを実施する

旨の通知が到達しなかった場合は、ヒアリングを受けることができない。 

(4) 技術提案書の作成及び提出等に係る費用は応募者の負担とする。 

(5) 提出された技術提案書の著作権は、応募者に帰属する。 

ただし、公表その他、県・市が必要と認める用途に用いる場合、契約候補者

として選定された応募者の技術提案書類の全部又は一部を将来にわたり無償で

使用することができるものとする。 

(6) 提出された技術提案書は返却しない。 

(7) 提出された技術提案書は、審査目的以外には応募者に無断で使用しない。 

(8) 提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。又、様

式４－１及び様式４－２に記載した配置予定の技術者は、原則として変更する

ことはできない。 

(9) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、技術提案書を無効とすることができ

る。 

(10) 見積価格は、技術提案書の評価に影響しない。提出された見積書は契約候補

者以外の提案者に、封書を開披せずに返還する。 

(11) 「１(6)予算額」は、県・市の予算計上額の合計額であり、業務委託契約時

の予定価格は別途定めるものである。 

(12) 本設計業務を受託した者（協力事務所を含む。）及びこれと資本関係又は人

的関係のある者は、本件にかかる建設工事の入札に参加することはできない。 

  資本関係とは、①親会社（会社法第２条第４号。以下同じ。）と子会社（同

条第３号。以下同じ。）の関係にある場合、及び②親会社を同じくする子会社

同士の関係にある場合をいう。 

  人的関係とは、一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合

をいう。 

(13) JV の組成時や協力事務所を選定する際には、JV の構成員又は協力事務所に

春日部市ほか埼玉県内に本店を有する者を選定するよう配慮すること。 

 

                                                              以上 
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別紙 提案の記載にあたっての留意事項 
 

 

ｱ 提出形式・部数 

種類 内容 サイズ・枚数 提出部数 

表紙 技術提案書の表紙 
正２部 

副１３部 

様式１ 法人概要調書 

様式２ 業務実績調書 

様式３－１ 業務実績の概要・特徴（複合施設） 

様式３－２ 業務実績の概要・特徴（多目的ホール） 

様式４－１ 担当技術者名簿及び業務分担表（その１） 

様式４－２ 担当技術者名簿及び業務分担表（その２） 

様式５ 設計業務実施体制 

様式６ 設計工程計画 

様式７－１ 提案テーマ(ｱ) 

様式７－２ 提案テーマ(ｲ) 

様式７－３ 提案テーマ(ｳ)ａ 

任意様式 導入実績・実証データ・導入への合理性 

様式７－４ 提案テーマ(ｳ)ｂ 

Ａ４判 

（片面印刷） 

 

各１枚 
１５部 

見積書 本設計業務における見積書 任意 １部 

 ※）技術提案書は上記の様式順（表紙～様式７－４）に作成し、Ａ４版縦左上のホッ

チキス綴じとします。 

 

ｲ 提案テーマ 

本施設を整備するにあたり、基本コンセプト｢－埼玉県と春日部市が提案する未来建物

－『都市の森』の創造｣として、森の３つの理念と９つのアプローチを定めました。そ

こで、理念を実現するため各アプローチを踏まえた提案を行ってください。 

 

(ｱ)｢ I 地域をはぐくむ－まちづくりのシンボル－｣という理念を体現した施設

を設計するにあたって、各施設の配置及び機能性、東武鉄道利用者から見たと

きに「埼玉」や「春日部」を強く印象づけるようなデザイン、シンボル性につ

いて、どのような課題があり、どのような点について配慮をすべきであるか提

案してください。                      （配点：20） 

 

(ｲ) ｢Ⅱ ふれあう－緑と人のふれあい－｣という理念を実現するにあたり、オー

プンスペースのにぎわいづくりと緑化のバランスについて、どのような課題が

あり、どのような点について配慮して設計するのか提案してください。 

                               （配点：20） 

 

(ｳ) ｢Ⅲ 環境をまもる－『省 CO２』の最先端モデル－｣という理念を実現し、こ

れからの公共施設の先導的モデルとなるような環境配慮型の施設を目指して

います。 

ａ ライフサイクルコスト（初期費用、維持管理費用、運営費用、更新費用を

含む。）及びライフサイクルCO2 の削減について、どのような課題があり、

どのような点について配慮して設計するのか、基本的な考え方及び具体的

な建築上の工夫、設備・機器、運用方法などについて期間を５０年間に設
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定して最も合理的なものを提案してください。     （配点：40） 

ｂ ａで提案した施設において、自然エネルギー・新エネルギーの導入を利用

者への啓発目的に行おうとする場合、どのような課題があり、どのような

点について配慮して設計するのか、機器・設備、建築上の工夫について提

案してください。                   （配点：20）  

① 具体的テーマ（(ｱ)～(ｳ)）について、Ａ４判各１枚計４枚（片面のみ使用。文字 10.5

ポイント以上、1600 字以内。スペースを含む。カラー可。(ｳ)については a、b 各１枚。）

に文章及び文章を補完するための最小限のイラスト等で簡潔・明瞭に表現すること（イ

ラスト等は文字数に含まないが、文字を含めＡ４判の範囲内に収めること）。 

そのほか(ｳ)ａの提案については、提案する建築上の工夫、機器・設備等について、提

示することが可能なかぎりにおいて導入実績や実証データ及び当施設に導入することの

合理性についてＡ４判１枚程度で簡潔に示し提出すること（必要に応じて追補を求める

場合があります）。    

② 具体的テーマ（(ｱ)～(ｳ)）につき各提案の冒頭に以下のようにそれぞれ記載すること。

なお、テーマ名は字数に含まない。 

(ｱ)｢I 地域をはぐくむ－まちづくりのシンボル－｣ 

(ｲ)｢Ⅱ ふれあう－緑と人のふれあい－｣ 

(ｳ)ａ｢Ⅲ 環境をまもる－『省 CO２』の最先端モデル－｣ 

(ｳ)ｂ｢Ⅲ 環境をまもる－『省 CO２』の最先端モデル－｣  

③ 設計図、模型、模型写真、透視図等設計の内容が具体的に表現されたものであっては

ならない。 

④ 事務所名等応募者が判別できるものは記載してはならない。 

⑤ 提案にあたって、現時点の県市の想定を知りたい場合は、｢東部地域振興ふれあい拠点

施設（仮称）設計業務委託特記仕様書｣及び平成 21 年 1 月 20 日入札公告時に公開してい

る｢東部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）整備事業業務要求水準書｣を参照すること。 

⑥ その他については、以下を参考とすること。これらの数値は、不成立になった前回の

入札時の数値を元にしているので、経費の上限やフロアプランの固定を意図していない。

あくまで提案のための目安であり、実際の設計にあたっての決定事項ではない。 

提案にあたって、よりよい案があればあわせて提案されることを期待している。 

  ・総事業費想定（前回債務負担行為設定額）                  約 45 億円(税込み) 

  ・駐車場の階層                                 １階平面 

・多目的ホールの階層                                     ４階相当部分 

  ・専有面積／延床面積(駐車場部分を除く)                   ６２．７５% 

  ・設計委託ほか工事費外経費                      約 3.3 億円(税込み) 

  ・主な諸室の利用状況  平成 21 年 1 月 20 日入札公告時に公開している「施設運営

計画の概要（参考資料２）」及び以下の表を参照のこと。  
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  表・稼働時間等の想定（目安） 

  開館／業務時間 

創業支援 
通年：２４時間   

入居数：２０社   

交 流 支 援 ス ペ ー

ス 

通年：午前９時～午後１０時  

稼働率：５０％／営業時間（午前・午後・夜間の三区分制

単位） 

産
業
支
援
施
設 

商工団体等 

祝日、年末年始を除く：午前８時３０分～午後５時１５分

一部に業務時間がパスポートセンターと同じ施設がある

（団体Ｅ・埼玉県国際交流協会・春日部支所） 
県
施
設 

パスポートセンター 

受付時間 

月・水・金・日：午前９時～午後４時３０分 

（職員 午前８時３０分～午後５時１５分） 

火・木    ：午前９時～午後７時３０分 

（職員 午前８時３０分～午後７時４５分） 

土曜・年末年始：閉庁 

 

市民活動センター 年末年始を除く：午前９時～午後１０時 

保健センター 

(除く三師会) 

年末年始を除く：午前９時～午後１０時 

稼働率：５５％／営業時間（午前・午後・夜間の三区分制

単位） 

市
施
設 

保
健
セ
ン
タ
ー 三師会※ 通年：２４時間 

駐車場、駐輪場 午前６時～午後１１時 

  ※三師会（医師会事務室、歯科医師会事務室、薬剤師会事務室） 



審査基準の概要

提案テーマ 審査項目 審査の視点

（ア）

課題の把握
（１０点）

・各施設の配置、機能性やシンボル性等について課題を適切に把握しているか。

提案の独創性
（１０点）

・上記課題に対してどのように配慮がなされ、提案に独創性があるか。

（イ）

課題の把握
（１０点）

・オープンスペースのにぎわいづくりと緑化のバランスについての課題を適切に把握している
か。

提案の独創性
（１０点）

・上記の課題に対して、どのように配慮がなされ、提案に独創性があるか。

（ウ）ａ

課題の把握
（５点）

・『省CO2』の先端モデルという理念を実現するにあたって、LCC及びLCCO2の削減を両立する
ための課題を適切に把握しているか。

提案の妥当性
（１０点）

・上記の課題に対して、どのように配慮がなされ、提案に妥当性があるか。

提案内容の
実績と実証性

（１０点）

・提案内容に対する実績や実証データの裏付け（データは複数であり、かつ建築・設備それぞ
れのデータがあるか。）があるか。
・データに信頼性があるか。

提案の先導性
（１５点）

・機器・設備、建築上の工夫などハード面における省エネ技術を組み合わせた提案であるか。
・施設の運用に応じた設備の効率的な採用が提案されているか。
・（ピークカットによる契約電力料金の削減など、）LCCに考慮した設備を取り入れているか。

（ウ）ｂ

課題の把握
（５点）

・『省CO2』の先端モデルという理念を実現するにあたって、自然エネルギー、新エネルギーの
導入による課題を適切に把握しているか。

提案の先導性
（１５点）

・自然エネルギー、新エネルギーの導入について啓発効果があるか。
・啓発を超えたコスト減の効果があり、説得力があるか。
・本施設における導入について、合理性があるか。

別紙
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